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詳しい内容については 2 ページ以降をご参照ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

車椅子寄贈式                  まごころ共済について 

 

火災共済ニュース 
No.4  



火災共済からのお知らせ 

自動車共済、満期調査キャンペーン中です！ 

 日も短くなり、事故も起こりやすい季節となっております。 

また、県外からの観光客の増加により、休日などは交通量も増え 

ている状況です。万が一の補償は万全でしょうか？ 

冬の到来を前に、当組合では自動車任意共済(保険)の見直しを 

おすすめしております。 
 

MAP の独自制度について 

★事故有等級制度未導入 

 当組合では、「事故有等級制度」を導入しておりません。 

★ご予約割引 

 満期の 1 か月以上前にお見積もり・ご契約された場合、掛金が 5％割引になります。  

★対物見舞金 5 万円特約 

 対物事故による損害が 5 万円以下・対物免責 0 円の場合、翌年の等級はダウンしません。 

★長期優良割引 

 ノンフリート契約であり、始期日より過去 1 年間 20 等級かつ、無事故の場合に 3％割引します。 

★独自の福祉関連割引制度 

 福祉施設割引(10%) 福祉施設職員割引(5％) 福祉車両割引(3%) 障害者割引(10%)  
 

見直しポイントについて 

★車両共済について 

未曾有の自然災害が山形でも発生する時代です。お車の備えは 

万全でしょうか？ 車両共済について 

車両共済は右記の 2 種類からお選びいただけます。また、2 つの ①車対車+A 

新制度が大事なお車の万が一にお役立ちします！ 

 ①車両新価特約(※満期日の属する月が初度登録年月の翌月から起算して 61 か月以内の車両共済に付帯可能)  

 ②車両超過修理費用特約(※満期日の属する月が初度登録年月の翌月から起算して 25 か月超の車両共済に付帯可能)  

★弁護士費用特約 

 もらい事故などで被害にあった場合の弁護士費用等をお支払いします！ 

★ロードアシスタンス特約 ②一般条件 

 今年度より新しくなったロードアシスタンス特約について、使 上記７補償に加えて、 

用範囲が広がった他にも新制度についてはご存知でしょうか？  下記 4 補償をカバーします！ 

 ①ロードアシスタンス超過費用特約  

応急処置や運搬費用が高額となる大型車を対象に上記特約と合計で 1 事故 100 万円限度に補償。  

②ロードアシスタンス代車等諸費用特約 

 事故・故障・トラブルにより走行不能となり、レッカーけん引され  

た場合に臨時で生じる「代車費用」「宿泊費用」「移動費用」「引取費用」を補償。 

★その他、様々な特約がございます。詳しくはパンフレット等をご確認ください。 

現在の共済(保険)の証券をご用意いただければ、ご相談、お見積りいたします！ 

お 気 軽 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 
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( 自 動 車 事 故 費 用 共 済 )  

任意共済とセットでおすすめ！『まごころ共済 』 

＜まごころ共済について＞ 

事故を起こし、相手に怪我を負わせた場合、任意共済(保険)では、 

保険会社から相手方へ直接お金が支払われます。しかし怪我をした相手 

へのお見舞いなど、任意共済では支払われない出費が生じる場 合 

があります。死亡事故ともなれば、葬儀費用や香典費用などを負担  

する場合もあり、多額の出費が予想されます。 

「あの人お見舞いにも来なかった！」と相手に誠意が伝わらなかった 

場合、地域での信用低下や、示談が長引くなどの影響が生じる場合があります。 

そのような自動車事故に係る費用を補う当組合独自の商品が、まごころ共済です。  

 

＜支払われる共済金の種類＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

＜付帯できる特約＞1 共済期間中 1 回お支払いできます。  

  ①対物事故共済金特約：3 万円(対物における自己負担額が 2 万円以上となった場合) 

  ②車両事故共済金特約：3 万円(契約車両に 3 万円以上の損害が生じた場合) 

上記特約と自動車共済 MAP を有効活用し、等級を下げずに事故解決出来る場合もございます！ 

 

＜1 台あたりの掛金一覧＞契約日翌月 18 日口座振替・1 年更新 

車種 分類番号 共済掛金(年間) 

自家用乗用自動車 3・5 10,000 円 

自家用軽乗用自動車 5 5,500 円 

自家用普通貨物自動車(2t 超) 1 17,500 円 

自家用普通貨物自動車(2t 以下) 1 14,500 円 

自家用小型貨物自動車 4 10,000 円 

自家用軽貨物自動車 4 5,500 円 

 ※運転者の年齢・性別に関係なく車種ごとに掛金は同じです。 

※車両事故共済金特約は上記掛金に+2,100 円で付帯可能です。 

※事業用自動車、ダンプ装置車などの特種用途自動車はお引き受けできません。 

死亡共済金 

300 万円 

死亡共済金 

300 万円までの実費 

(30 万円は一時金 

としてお支払い) 

後遺障害共済金 

12～300 万円 

後遺障害共済金 

12～300 万円 

(算定された額を上限に 

実費をお支払い) 

入通院共済金 

入院：4,500 円/日 

通院：2,250 円/日 

入通院共済金 

入院：4,500 円/日 

通院：2,250 円/日 

を上限に実費をお支払い 

(3 日以上の入・通院で 

一時金 3 万円) 

負 傷 者 が 

相 手 側 

の 場 合 

負 傷 者 が

契 約 者 側

の 場 合 

 

契 約 者 を お 守 り す る ま ご こ ろ 共 済 を 是 非 ご 検 討 下 さ い ！ 

自動付帯⇒ 



自動車共済サービスセンター(平日昼間) 

 Tel：023-647-2383 

 Fax：023-647-2382 

 

24 時間事故受付(土日祝・平日午後 5 時以降) 

 Tel：0120-258-340 

 

無料ロードサービス(対象車のみ) 

 Tel：0120-13-3219 

 

 

～ 事 業 者 の 皆 様 へ ～ 

共済ニュースを活用しませんか？ 

本誌は当組合各代理所・大口顧客へ向け、隔月

にて発行している広報誌でございます。 

ご覧いただいております事業所様で、本誌で宣

伝したいことや募集したいこと等ございました

ら、お気軽に担当の会田までご連絡ください。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

車椅子を寄贈させていただきました！ 

令和 2 年 8 月 20 日に社会福祉法人 愛泉会様へ車椅子の寄贈を 

させていただきました。 

当組合では今後も地域福祉に貢献した活動を、自動車共済をはじめ  

とする共済事業を通じて行ってまいります。 

 

山 形 県 火 災 共 済 取 扱 商 品 一 覧 
 

①火災共済(  地震危険補償特約) 

建物や建物内収容物を火災や自然災害等の損害をお支払いします。  

②自動車任意共済      

自動車事故に係る経済的損失からお客様をお守りします。   

③まごころ共済(自動車事故費用共済)  

任意共済では難しい誠意部分をカバー。円満解決へお役に立ちます。  

④医療・傷害総合保障共済       

予期せぬ病気やケガで必要になる経済的負担を軽減します。  

⑤休業対応応援共済  

  火災、台風、地震等で休業した際の事業継続を応援します。 

 ⑥地震危険補償共済 

  地震による火災、損壊、水災を実損害で補償します。 

 

お見積りに際して、ご加入中の保険証券をご用意いただければ、同条件にてお見積りいたします。 

また、上記以外の商品につきましてもご案内の出来るものがございます。 

是非、この機会に見直し等ご検討いただければと思います。 

 

山形県火災共済協同組合              TEL：023-647-2380 

 山形県山形市城南町 1-1-1 霞城セントラル 13 階   FAX：023-647-2382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


